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無担保新株引受権付社債の発行に関するお知らせ

（当社役員・従業員、ならびに当社子会社役員・従業員を対象としたインセンティブ・プランの導入）

　当社は、平成 13 年 4 月 2 日開催の当社取締役会において、当社の役員及び従業員の一部、な

らびに子会社の役員及び従業員の一部に対し、新株引受権証券を取得させることを目的として、

国内における無担保新株引受権付社債の発行を決議いたしましたので、お知らせします。

　これは、一昨年に引き続き、業績連動型の報酬システムを導入することにより、業務成果向上

のインパクトを与え、一層の業績の向上を目指すものであります。

　当社役員及び当社子会社役員につきましては、当社から直接または当社子会社を通じて、役員

報酬の一部として新株引受権証券を支給し、当社従業員及び当社子会社従業員につきましては、

新株引受権証券を任意に購入できるものとし、当社から直接または当社子会社を通じて購入代金

相当額を臨時賞与として支給する予定です。対象となる当社役員及び従業員、ならびに子会社役

員及び従業員は、企業業績の向上により、株価が一定水準に達すると、新株引受権を行使して株

式を取得し、それを売却することにより売却益を得ることができます。逆に、株価が一定水準に

達しない場合は利益を得ることができず、新株引受権は価値のないものとなります。

　このため、業績向上に向け自らの努力により企業価値を高めていこうという強いインセンティ

ブが働き、それがひいては株主の皆様には時価総額の増大といった形で反映されることが期待さ

れます。

　なお、本新株引受権付社債の発行概要は下記の通りです。



記

1. 社 債 の 名 称 株式会社ニッシン第４回無担保新株引受権付社債

（社債間限定同順位特約付）

2. 発 行 総 額 金　15億円

3. 各 社 債 の 金 額 金 1,000,000 円の一種

4. 社 債 券 の 形 式 無記名式利札付

5. 発 行 価 額 額面 100 円につき金 108 円 80 銭

（うち社債の発行価額金 100 円、新株引受権証券の発行価額金 8円 80 銭）

6. 利 率 未定（年 2.0％～2.5％を仮条件とする。）

利率については、仮条件により需要状況を勘案した上で、平成 13 年 4

月 9 日開催予定の取締役会において決定する。

7. 償 還 金 額 額面 100 円につき金 100 円

8. 償 還 期 限 平成 16 年 4 月 20 日（火）

9. 申 込 期 間 平成 13 年 4 月 10 日（火）から平成 13 年 4 月 19 日（木）まで

10. 払 込 期 日 平成 13 年 4 月 20 日（金）

11. 募 集 の 方 法 一般募集とする

12. 担 保 ・ 保 証 本社債には物上担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために

特に留保されている資産はない。

13. 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」「純資産額維持条項」「担附切換条項」が付されて

いる。

14. 期中償還の方法 本社債の買入消却は、未行使の本新株引受権にかかる株式の発行価額の

総額が、現存する本社債の総額を超えない限り、発行日の翌日以降、い

つでもこれを行うことができる。

15. 利 払 日 毎年 4月 20 日及び 10 月 20 日

16. 元利金支払場所 株式会社あおぞら銀行　本店並びに札幌､仙台､新宿､渋谷､千葉､横浜､金

沢､名古屋､京都､大阪､梅田､広島､高松及び福岡

の各支店

野村証券株式会社　　　本店及び大阪支店

17. 引 受 会 社 野村証券株式会社

18. 新株引受権に関する事項

( 1 ) 新株引受権の付与割合

100％。各新株引受権証券は発行価額合計額 1,000,000 円（以下「割当金額」という。）

の新株式を引受ける権利を表章する。

( 2 ) 新株引受権の行使により発行すべき株式の発行価額の総額

金 15億円

( 3 ) 新株引受権の行使により発行する株式の内容

当社額面普通株式（1株の額面金額 50 円）

但し、本新株引受権の行使により発行する株式を当社無額面普通株式とした場合は、当

社無額面普通株式とする。



( 4 ) 新株引受権の行使の条件

本新株引受権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価額（以下「行使価額」と

いう。）は金 2,310 円とする。

本新株引受権の行使により発行すべき当社普通株式の株式数は次の通りとする。

　　　　　　　　　　　　　所持人が新株引受権の行使請求のため提出

　　　　　　　　　　　　　した新株引受権証券の割当金額の合計額                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　行　　使　　価　　額

この場合に 1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

行使価額の調整はマーケット・プライス方式による。

( 5 ) 新株引受権の行使請求期間

平成 13 年 7 月 2 日（月）から平成 16 年 4 月 19 日（月）まで。

但し、当社が本社債全額について期限の利益を喪失した場合は、それ以後本新株引受権

を行使することができない。

( 6 ) 新株引受権の一部行使

各新株引受権証券に表章される新株引受権の一部行使はできないこととする。

( 7 ) 新株引受権の行使により発行された株式に対する配当金

新株引受権行使によって発行された当社普通株式に対する最初の利益配当金又は商法

293 条ノ 5 第 1 項に基づき分配される金銭（中間配当金）は、新株引受権の行使が 4 月

1日から 9月 30 日までになされたときは 4月 1日に、10 月 1 日から翌年 3月 31 日まで

になされたときは 10 月 1 日に、それぞれ新株引受権の行使があったものとみなしてこ

れを支払う。

( 8 ) 新株引受権の譲渡

新株引受権は、社債と分離して譲渡することができる。但し、当社役員及び従業員は、

当社と締結する覚書に基づき、原則として新株引受権を譲渡することができない。また、

当社子会社役員及び従業員は当社子会社と締結する覚書に基づき、原則として新株引受

権を譲渡することができない。

( 9 ) 行使価額中資本に組入れない額

行使価額（調整された場合は調整後の行使価額）より資本に組入れる額を減じた金額と

する。資本に組入れる額とは、行使価額（調整された場合は調整後の行使価額）に 0.5

を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた

額とする。但し、行使により当社額面普通株式を発行する場合で、上記により算出され

た資本に組入れる額が当社額面普通株式の額面金額を下回るときは、当該額面金額を資

本に組入れる額とする。

(10) 払込取扱場所

株式会社あおぞら銀行　本店

(11) 新株引受権の行使請求受付場所

野村証券株式会社　本店及び国内各支店

19. 登 録 機 関　　株式会社あおぞら銀行

20. 取 得 格 付    ＢＢＢ（株式会社日本格付研究所）

21. その他、本社債発行に関し必要な一切の事項は、代表取締役社長に一任する。

株式数 ＝



22. 当社が発行する新株引受権証券については、払込期日に当社が上記 17．に定める引受会社か

らその全額を取得し、当社役員に対して報酬の一部として支給するとともに、当社従業員の

一部及び当社子会社に対し売却される。

売出しに関する事項

1. 銘 柄 名 株式会社ニッシン第４回新株引受権証券

2. 売 出 に 係 る

証 券 の 所 有 者

株式会社ニッシン

3. 売 出 数 　　　　　1,220 枚

（但し今後開催される取締役会において変更される可能性があります。）

4. 売出価額の総額 　　107,360,000 円

（売出数が変更された場合には売出価額の総額についても変更されます。）

5. 売 出 価 格 　　　　 88,000 円

6. 申 込 単 位 １枚

7. 申 込 期 間 平成 13 年 4 月 10 日（火）から平成 13 年 4 月 19 日（木）まで

8. 受 渡 期 日 平成 13 年 4 月 23 日（月）

9. 申 込 受 付 場 所 上記 2.記載の売出しに係る証券の所有者

10. そ の 他 今回の売出しは、当社従業員の一部及び当社子会社を対象とするもので

ある。

以　　上


